
認
証
官
任
命
（
一
先
）

|も内 閣

内
閣
人
四
九
号
藤
三
令
和
四
年
四
月
二
一
日

↑
ｒ

内
閣
総
理
大
臣

塑迅

決
定
一
令
和
四
年
四
月
二
二
日
瓶
一
丁

内
閣
官
房
壜
官
悲

ｊ
必
電
波

内
閣
官
房
副
長

｜
令
和

年
《
月
日

令
和
年
月
日

金
子
一
薑
務
大
隠
乃
ゞ
ゞ
国
務
大
鬮
吃
ゞ
・
務
大
原
韓
⑳
ゞ
国
務
大
庸
訪

弘
金
子
原
｝
国
務
大
臣
釧
削
林
国
務
大
麗
必
：
野
国
務
大
。

古
川
国
務
大
臣

遂
西
銘
園
務
大
臣
や
“
際
国
務
大
臣

林
国
務
大
臣
教
萩
生
田
国
務
大
臣

知
若
宮
国
務
大
霞
愛

鈴
木
国
務
大
臣

斉
藤
国
務
大
臣
朏
椰
一
乏
湯
国
務
大
臣

退
野
㈱
国
務
大
鳥
漢
Ｉ
ｌ
ｌ

末
松
国
務
大
臣
剛
一
別
副
山
口
国
務
大
臣

高
等
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る

判
事
笠
井
之
彦

裁
可

令
和
年
【

上
奏

令
和
年
計
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最高裁人任第70S号

令和4年4月20日

I

内閣総理大臣岸田文雄殿

最高裁判所長官大谷直人
･ ●

（公印省略）

ー

心

高等裁判所長官に任命されるべき者を次のとおり指名する。
O

なお、本件は裁判官会議の議を経たものである。

かさ い ゆき ひこ

(東京高等裁判所判事） ｝ 判事 笠井之彦

(発令希望日令和4年5月21日以降）

Ｆ
Ｉ
Ｉ
，
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臺官任命資格調高等裁判所

蘓騒墓蟇毫評~斎一~蔦1

(令和4年5月21日以降）
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根拠法規
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広島高長官 ｜東京高判事 裁判所法第42
条第1項第1
号、第3号
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ロ
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■
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匙
Ⅱ
ｒ
ａ
Ｂ
ｊ
■
■
■
■
ｒ
■
０
ク
■
Ｄ
Ｑ
０
Ｕ
９
Ｊ
＆
■
■
■
・
■
一
■
■

一
◆

一一 一一 ｡ 毛一

■
■
■
９
１
０
１
．
ｑ
９
Ｐ
８
１
ｕ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
０
凸
■
■
巳
■
”
且
■

Ｑ
可
ｂ
ザ
ｌ
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コ
ー一

棚
Ｌ
に
ｒ
卜
ｐ
’
一
岸
ｐ
に
同
睦
試
験
境
一
，
一
次
試
験
合
格

″
六
二
四
一
一
司
法
修
習
生
を
命
ず
る

平
成
二
四
三
司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

一
″
″

一
○
判
事
補
に
任
命
す
る

″

″

″

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

一
″
五
四
一
○
簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

「
１
１
１
″
″
″

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
・
す
る

汀
一
〃
七
四
一
釧
路
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

↑
‐
，
‐
●
‐
‐
‐
’
０
．
』
一
日
．
．
．
．
●
．
●
画
。
，
．
●
‐
‐
‐
，
‐
‐
‐
‐
‐
１
１
昨
Ｌ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
ｋ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
ｈ
即
１
回
Ⅸ
剛
Ⅲ
Ⅲ
‐
ｌ
ｌ
ｊ
ｌ
ｌ
１
・
■
■
Ｉ
Ｄ
■
■
●
Ｉ
■
■
星
■
■
■
■
Ⅱ
Ｕ
■
Ｉ
Ｆ
８
８
１
■
■
■
■
■
■
■
■
や
９
０
８
口
■
Ｉ
１
，
１
，
回
１
，
１
１
‐
Ｉ

1丁 裁 判 所

判

一
現
住
所

些
袖
生
地
ロ
一
月
日

本
籍

〃

！

’五
九
三
一
二
八
東
京
大
学
法
学
部
卒
業

I

’

1

1

■

事

’

｜
､

I

出
生
の

年
月
日

旧
氏
名

か
さ

氏
名
笠

項
１
１
１

i
I

I 昭
和
三
十
三
年
五
月
二
十
一
日

司
法
試
験
管
理
委
員
会

最
高
裁
判
所

８
口
■
■
■
■
■
■
■
■
■
同
日
■
■
■
■
■
■
■
Ⅲ
■
網
■
冊
Ｈ
■
刷
冊
用
■
■
Ⅲ
■
■
■
■
■
刊
岬
甘
”
ｌ
仲
川
ｌ
ｌ
ｄ
０
Ｂ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
■
田
０
０
６
Ⅱ
Ⅱ
Ｐ
Ｕ
Ｂ
日
日
■
■

内
、
閣

最
高
裁
判
所

内
閣

最
高
裁
判
所

〃

庁

彦？
ｰ’

名‐
Ｉ
Ｉ
Ｌ
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〃 〃

ｐ
ｔ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｆ
Ｕ
』
Ｊ
・
日
日
凸
日
ｊ
８
ｐ
ｌ
。
■
ｅ
白
日
■
８
．
８
Ⅱ
▲
１
６

平
成

年〃 〃〃 1

一一

0

三IO

号
月
日
一
庁

事

項

釧
路
地
方
裁
判
所
帯
広
支
部
勤
務
を
命
ず
る

兼
ね
て
釧
路
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

’

九 ’七

’
’ ’

四 ’
〃

’

一－吟 0 ÷一一

’四
一｛

四
I

二
八

一
○
判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

一
■よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

〃
一

一
ハ ○

■■■■l■■■■■

’
I

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

検
・
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
付
に
充
て
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

中
央
省
庁
等
改
革
の
た
め
の
国
の
行
政
組
織
関
係
法
律
の
整

釧
路
家
庭
裁
判
所
帯
広
支
部
勤
務
を
命
ず
る

帯
広
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

る
法
律
（
平
成
一
一
年
法
律
第
一
○
二
号
）
附

規
定
及
び
平
成
一
二
年
一
一
月
一
五
日
付
け
法

■

■

■

■

■

巳

■

一

■

■

■

」

幻

。

■

■

■

■

乳

召

■

毎

コ

■

回

■

■

■

Ｂ

■

■

８

１

句

ｑ

ｄ

７

』

■

■

８

日

‐

‐

‐

，

一

’

職

，

卿

‐

‐

‐

‐

’

‐

．

‐

，

い

璽

●

順

位

．

ｅ

’

一

■

■

■

■

■

‘

Ｊ

】

■

ｐ

■

Ｋ

一

■

■

■

■

■

■

■

■

『

マ

ウ

・

ロ

■

■

■

■

■

■

■

一

己

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

野

４

も

■

Ｄ

■

■

ｑ

二

口

■

１

■

■

■

ｇ

ｑ

４

■

■

Ｅ

■

ｒ

ｑ

Ｇ

ｏ

Ｂ

■

ｕ

ｂ

ｐ

Ｇ

ｑ

■

凸

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

且

■

■

■

■

■

■

０

■

且

日

■

■

■

■

■

■

ｑ

■

〃

■

■

■

■

■

■

■

■

Ｕ

・

・

■

Ｊ

ｄ

■

■

ｑ

〃

， ｌ
Ｉ
Ｉ
ｉ
ｌ

I

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃 〃

Ｊ
Ｆ
Ｂ
■
ｐ
ｄ
ｇ
９
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

q

l棒！

I

1

令
軒
一
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'一9

裁
一・ － ｰ ・ －

一
平
成
‐
二

七

一

Ｉ
一

一
″

″
ＩＣ■
■
・
ロ
″
．
●
■

車

も

▲

■

■

■

且

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ｂ

■

■

■

Ｄ

ｐ

Ｈ

Ｈ

Ｂ

■

■

■

Ｔ

，

一
″

一
一
一

ノ

凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
屯
・
も
み
８
。
■
。
ｑ
Ｄ
Ｕ
１
■
Ｂ
１
ｖ
０
Ｑ
ｎ
Ｕ
Ｅ
ｕ
８
８
ｎ
Ｕ
ｑ
Ｅ
０
Ｄ
０
日
０
７
２
シ
０
画
ｇ
０
８
Ｉ
６
ｖ
Ｉ
■
一
■
ひ

三丁I
ナ
ｊ
’
’
１
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
７
ｉ
Ｉ
Ｉ
１
‐
’
１
１
１
１
１
■
１
０
１
１
■
■
■
■
■
■
■
■
“
■
ｌ
Ｉ
Ｉ
０
ｒ
，
０
１
‐
１
１
０
０
、

ふ
年
号
月
日

事
項
庁
名
一

所
峰

務
省
秘
企
第
九
一
九
号
法
務
大
臣
官
房
秘
書
課
長
依
命
通
知

－1--. -や■一・一9一一

〃 ｜ 〃〃 〃 〃〃 〃〃

’

一
一
ハ
一
一

″

″
企
画
官
を
免
ず
る
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
一

一
二
六
内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
の
併
任
を
解
除
す

Ｉ
・
一

る

内
閣

ｊ

″

″
判
事
に
任
命
す
る
。
〃Ｆ
１

″
．
〃
東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

一
最
高
裁
判
所

Ｉ
．
↑
幻
Ｉ
！
●
’
△
い
Ｐ
●
…｜
内
閣

一
七
四
一
簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

〃 〃

″

内
閣
官
房
司
法
制
度
改
革
推
進
準
備
室
室
員
を
免
ず
る

″

企
画
官
を
命
ず
る

三
○
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
事
務
局
局
員
の
併
任
は
終
了
し
た

－－

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
に
併
任
す
る
内

内
閣
官
房
司
法
制
度
改
革
推
進
準
備
室
室
員
を
命
ず
る
〃

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
事
務
局
局
員
に
併
任
す
る
〃

に
よ
り
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
付
は
法
務
省
大
臣

官
房
司
法
法
制
部
付
と
な
っ
た

、

１
１
１
１
Ｉ

▼

｜
笠
井
之
彦
一

■
■
副
■
■
■
■
■
■
Ｉ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
０
Ｆ
且
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
凸
■
■
■
■
甲
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ロ
ー
１
０
■
■
■
■
■
■
■
▼
ｌ
』
９
・
ロ
ロ
ロ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
叩
０
Ｆ
■
■
■
■
Ｔ
９
１
■
■
■
■
■
■
２
Ｐ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
ｌ
ｌ
１
０
１
ｊ
ｌ
０
１
０
‐
１
１
。
‐
Ⅱ
１
，
１
１
日
，

ｑ
ｆ
Ｉ
△
■
■
■
Ｂ
■
″
Ｄ
Ｂ
Ｂ
Ｕ
Ｕ
ｇ
９
Ｇ
Ⅱ
圧
？

１
４
１

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部

内
閣

〃

閣

Ｉ
一

ー ■■■
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成

八 七号

〃

四 月四
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〃

日

'二責司
り

｜
｜ 〃 〃

五
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〃〃 〃〃〃〃

、
Ⅱ
冊
０
■
■
ｑ
■
▲
■
■
ｄ
■
■
■
▲
■
■
■
巳
二
■
ｇ
且
■

一一

G

○九

一
一
一
一４

Ｕ
■
■
伊
、
心
Ｉ

一
一
一

一

、ノ 四
一
東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

一
一
一
四
司
法
試
験
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

兼
ね
て
旭
川
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

″

旭
川
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

△一●里ワロ４

四

一
部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

四

一

二，二
1

1

一
，

八五 三
司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

司
法
研
修
所
事
務
局
長
を
命
ず
る

一
部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

一
旭
川
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

｜
部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

Ｊ
皿
■
『
が
↑
Ｐ
Ｃ
ｒ
■
■
伊
０
．
．
１
９
９
６
．
Ｆ
ロ
■
勺
●
凸
星
■
■
■
■
■
■
『
，
△
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
己
画
■
■
■
■
■
『
ｌ
■
甲
▲
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
酉
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
１
日
Ｇ
Ｉ
。

司
法
試
験
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

一
司
法
研
修
所
事
務
局
長
を
免
ず
る

一
部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

’ ■
■
凸
■
▽
Ｆ
ｊ
ａ
ｒ
ｌ
巳
Ｔ
Ｏ
Ｃ
・
■
■
■
皿
■
■
■
Ｕ
由
白
■
伊
凸
巳
・
凸
■
ｄ
■
■
■
■
Ｇ
Ｂ
■
》
■
■
■
巳
９
ヶ
ｂ
０
■
■
■
。
■
９

１
１

事

け
■
甲
凸
ｑ
Ⅱ
。
▼
ａ
ｑ
０
９
０
①
▲
■
■
■
Ｔ
■
、
■
■
■
ｚ
Ｂ
Ｄ

Ｌ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
”
即
、
Ⅲ
１
，
，
１
Ｊ
Ｊ
‐
９
０
Ｉ
Ｕ
９

ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ

I

’ ■
Ｑ
Ｏ
０
ｊ
夕
、
６
。
▽ ■

日
日
ト
ー
■
■
■
画
■
■
■
』
且
ｑ
ｑ
４
Ｌ
・
■
Ｂ
■
二
Ｂ
Ｂ
６
ｑ
■
８
口
■
■
■
ｈ
ｈ
■
巳
１
Ⅱ

項

ｆ
ｒ
■
◇
吟
口
■
■
■
■

’

１
１
１ 一
最
高
裁
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